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ワイヤレス電力伝送（WPT）技術
の実用化に向けた課題

（１）利用できる周波数帯の明確化

（２）制度整備および緩和

（３）技術基準・認証方法の明確化

（４）電波防護指針への適用方法・測定法の明確化、
安全基準およびその測定法の明確化

（５）グローバルな標準規格化に向けた積極的な取り
組みの実施

（６）WPT技術で国際協調をリードするために
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◆利用者、製造者およびサービス提供者がＷＰＴ技術を安心して利用できるように
するため、ＷＰＴで利用する周波数帯を明確化することが必要
（現状の課題）
・「無線設備」として

WPT機器としての明確なカテゴリーは無く、従って利用できる周波数も無い。
・「高周波利用設備」として

50W以下であれば、許可不要で利用可能。この場合、10kHz以上であれば
周波数の制限は無い。一方、50Wを越える場合には設置許可の受ける必要。

・ISM帯の利用も想定されているが、既存の他システムとの干渉対策が必要。
・特にEV応用など大電力伝送の用途には数10kHz～数100kHzの利用が考えら

れている。既に利用されている周波数帯であり、システム共存対策、干渉対策
は必須と考えられる。

◆上記の課題を解決し、ＷＰＴ機器として利用できる周波数帯の明確化（理想的
には専用周波数帯の確保）が必要。

◆ＷＰＴ技術がグローバルに展開できるよう、利用周波数に関しては国際的な整合
が必要。
→ ITU-Rへ提案し、WRCで周波数帯獲得のための活動を。

（１）利用できる周波数帯の明確化
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◆高周波利用設備の枠組みでの利用が想定されるが、利用拡大を促進するため利用
条件の緩和等が必要。

◆ＷＰＴ機器を制度上で明確にカテゴリー化する必要がある。その解決のために、
理想としては、型式指定・型式確認などのような制度化が必要。

（２）制度整備および緩和
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◆前述の「（１）利用できる周波数帯の明確化」、「（２）制度整備および緩和」
の課題と関連し、WPT機器の利用のための技術基準を実態に合わせて決定し
明確化する必要がある。

→ 周波数や制度が決まらないと進まないところもあるが、WPT機器の電波
に関する基本性能・特性を把握する必要がある。

◆上記課題に合わせ、機器認証のための測定などの方法についても明確化する
必要がある。

（３）技術基準・認証方法の明確化
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◆ＷＰＴ機器は利用周波数帯や利用シーンが新しく利用されている無線機器と異
なるため、既存の評価法がＷＰＴ機器の評価に必ずしも有用であるか明確でない。
従って、携帯電話端末などのＳＡＲ測定法のように、電波防護指針への適合性を
判断できるような国際的に統一された評価法を開発する必要がある。
→ ・BWF/WPT-WGで公開したガイドラインVer1.0作成時に検討するも

具体的な評価法・測定法まで言及できず。
・ガイドラインVer2.0では、具体的な評価法・測定法まで明確化したい。
・一方、そのための関連データ取得の難しさがある。
・評価法・測定法はIEC TC106など関連国際機関に標準規格として認知

させる必要がある。

◆発熱や感電などへの対策を明確化する必要がある。利用者が安心して安全に利用
できるようにするために、その対策法や測定法などを明確化し、ガイドライン等
で公表する必要がある。
→ ・BWF/WPT-WGで公開したガイドラインVer1.0で、発熱対策の実施や

試験方法を明記。
・Ver2.0に向けて検討中。

（４）電波防護指針への適用方法・測定法の
明確化、安全基準およびその測定法の明確化
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◆ワイヤレス電力伝送技術はわが国の技術ポテンシャルを活かせる領域
・研究開発活動、学会活動など活発

◆米国や韓国などは既に積極的な標準化活動
・米国家電協会（CEA）、米国自動車技術会（SAE）や韓国情報通信技術協会

（TTA）などが積極的に活動。IEC TC100などへの提案活動も行っている。

◆国内に標準化対応の組織はあるものの応用など限定的。
→ BWF／WPT-WGにおいて、全ての応用分野を網羅し、電波関連制度も含めた

標準規格化を検討するWPT標準開発部会を設置し、2012年3月より活動開始。
・約20組織が参加
・国内ではARIB規格化を目標とする
・グローバル対応のため関係組織と連携していく
・当面の活動は、①候補周波数の検討と決定、②標準化を希望するワイヤ

レス電力伝送技術の調査し、サブグループを設立、③標準化における
「互換性」「インターオペラビリティ」の定義の検討など

・民間団体のため国を代表する組織でない、対応リソースの問題などあり。

（５）グローバルな標準規格化に向けた
積極的な取り組みの実施
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◆WPTは技術的にも市場的にも全く新しい分野である。これまでの電波法や

諸規則にうまくはまらない部分が多くある。米国、欧州、韓国ではWPT

技術のための周波数や規則策定のための検討がすでに進行中である。
2012年4月、アジア・太平洋電気通信共同体（APT）無線グループは、

韓国提案によりWPTの検討グループ（Task Group）を設立した。

◆国内関係省庁ではWPTの電波法や諸規則への具体的な検討は今からである。

BWF WPT-WGでは独自に調査検討を進めてきた。早期にWPT検討体制を

立ち上げ、BWF WPT-WGなどからの入力を元に検討が速やかに開始され

ることを切望する。

◆規則体系未整備のままでは、日本がグローバルなWPT技術と諸規則の国際

協調をリードするのは難しく、最終的に国際競争を勝ち抜けなくなる恐れが

ある。そのようなことにならないような施策を進めて欲しい。

（６）WPT技術で国際協調をリードするために
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（参考）代表的な国・地域のWPT検討状況

国・地域 WPT関連活動状況

1 米国 標準規格化と規則策定のための活動がCEAなどを中心に進行中。グロー
バルに見てWPT諸議論の牽引役。

2 韓国 TTAはWPT標準規格化のためのプロジェクトグループを構成し、CEAとの
連携を視野に活動中。要求条件のTechnical Reportをまとめた。TTAを中
心に積極的にWPT標準化を提案し、リードしている。韓国政府(KCC)は
20kHzと60kHzをOLEV (On-Line-Electric Vehicle) WPTに割り当てた。

3 中国 CCSAがWPT関連のふたつの新たなワークアイテム(EMCと安全、評価方
法関連)を承認

4 欧州 規則に焦点を当て検討中。それを受け、ETSIは早期の標準化活動開始を
想定。

5 日本 BWFはARIBなど標準化機関と連携し標準化活動を開始。周波数や規則
のための調査と検討を進めている。

（６）WPT技術で国際協調をリードするために


